
広
島
県
産
業
廃
棄
物
埋
立
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
月
十
日 

広
島
県
知
事 

湯 
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英 
 

彦

広
島
県
条
例
第
五
十
六
号 

広
島
県
産
業
廃
棄
物
埋
立
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

広
島
県
産
業
廃
棄
物
埋
立
税
条
例
（
平
成
十
四
年
広
島
県
条
例
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

第
一
条
及
び
第
二
十
四
条
中
「
処
理
」
の
下
に
「
そ
の
他
の
循
環
型
社
会
の
形
成
」
を
加
え
る
。 

附
則
第
七
項
中
「
十
年
」
を
「
十
五
年
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
）

２ 

改
正
後
の
広
島
県
産
業
廃
棄
物
埋
立
税
条
例
第
一
条
及
び
第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施

行
の
日
の
翌
日
以
後
に
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
の
た
め
の
最
終
処
分
場
へ
の
搬
入
が
行
わ
れ
た
場
合

に
お
い
て
課
す
べ
き
産
業
廃
棄
物
埋
立
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
の

た
め
の
最
終
処
分
場
へ
の
搬
入
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
課
す
る
産
業
廃
棄
物
埋
立
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


